
劇場法および指針について
～劇場、音楽堂等の活性化に向けて～

平成２５年１１月１９日

文化庁文化部芸術文化課



１．文化芸術振興基本法と
第３次基本方針
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文化芸術振興基本法

文化芸術振興基本法

●平成１３年１１月、文化芸術の振興のための基本的な法律として、
「文化芸術振興基本法」が成立。

●それまで、我が国には、文化財保護法や著作権法等、個別分野に
関する法律はあったが、文化芸術全般にわたる法律はなかった。

●この法律の目的は、文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な
活動を促進することを基本としながら、文化芸術の振興に関する施策
の総合的な推進を図り、心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現
に貢献すること。

●この法律の理念の一つに、「文化芸術の振興に当たっては、文化
芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であること
にかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、文化
芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような
環境の整備が図られなければならない。」ことが規定されている。
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文化芸術の振興に当たり、国と地方公共団体には次のような責務があり、相互に連携
を図りながら、それぞれの施策を実施する責務がある。

○文化芸術振興基本法（平成十三年法律第百四十八号）（抄）

（国の責務）
第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化
芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との
連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定
し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の施策）
第三十五条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地
域の特性に応じた文化芸術の振興のために必要な施策の推進を図るよう努める
ものとする。

文化芸術振興基本法
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文化芸術振興基本法の内容

第一章 総則（第１条～第６条） 第二章 基本方針（第７条）

第三章 基本的施策（第８条～第35条）

目的（第１条）
心豊かな国民生活と活力ある社会の実現

文化芸術振興の基本理念（第２条）
・芸術家等の自主性尊重
・芸術家等の創造性尊重
・国民の鑑賞・参加・創造の環境の整備
・我が国及び世界の文化芸術の発展
・多様な文化芸術の保護及び発展
・地域の特色ある文化芸術の発展
・国際的な交流及び貢献の推進
・広く国民の意見の反映

国及び地方公共団体の責務（第３、４条）

国民の関心及び理解（第５条）

法制上の措置等（第６条）

文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進
を図るため、政府は基本方針を策定（文部科学
大臣が案を作成）

・文化芸術の各分野の振興
・地域における文化芸術の振興
・国際文化交流等の推進
・人材の養成・確保
・国民の鑑賞等の機会の充実
・学校教育における文化芸術活動の充実
・劇場、音楽堂等の充実
・関係機関等との連携
・政策形成の民意の反映 等

第２５条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、
自らの設置等に係る施設の整備、公演等への支援、芸術家等の配置等への
支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

文化芸術振興基本法
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文化芸術の振興に関する基本的な方針

平成14年12月 第１次基本方針（閣議決定）

平成19年 2月 第２次基本方針（閣議決定）

平成23年 2月 第３次基本方針（閣議決定）

「文化芸術の振興に関する基本的な方針」

5



文化芸術活動に対する
効果的な支援

戦略１

６つの重点戦略

文化芸術を創造し、
支える人材の充実

戦略２

子どもや若者を対象とした
文化芸術振興策の充実

戦略３
文化芸術の次世代へ
の確実な継承

戦略４

文化芸術の地域振興、観
光・産業振興等への活用

戦略５
文化発信・
国際文化交流の充実

戦略６

第３次基本方針（平成23年2月8日閣議決定）の概要
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戦略１ 文化芸術活動に対する効果的な支援

【重点的に取り組むべき施策】

◆現在，法的基盤のない劇場，音楽堂等が優れた文化芸術の創造・発信等に係る
機能を十分に発揮できるようにするため，劇場，音楽堂等の法的基盤の整備につ
いて早急に具体的な検討を進める。

（１）劇場、音楽堂等の充実

劇場，音楽堂等が，優れた文化芸術の創造，交流，発信の拠点や，地域住民の
身近な文化芸術活動の場として積極的に活用され，その機能・役割を十分に発揮
できるよう，次の施策を講ずる。

劇場，音楽堂等において，文化芸術が創造・発信され，地域の人々が享受できる
機会を充実するため，国と地方公共団体が役割分担・協力をしつつ，地域の核とな
る劇場，音楽堂等の文化芸術活動を支援する。

各地域の劇場，音楽堂等の創造活動や，芸術家，アートマネジメント担当者，舞
台技術者等の配置・研修等への支援，情報提供等を充実するとともに，他の劇場，
音楽堂，学校等と連携した活動を促進する。

９．文化芸術拠点の充実等

等

第３次基本方針
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（平成24年9月28日「東日本大震災から学ぶ文化力による地域と日本の再生」）

 文化政策に関わる大きな出来事として、東日本大震災
と文化関係の法律の成立を取り上げ、審議。

 被災地での地域に根ざした自律的な復興への支援を
持続的に行う必要性を提言。

 被災地での経験において、コミュニティ再生のために
文化芸術の果たすべき役割が再認識されており、 「劇
場、音楽堂等の活性化に関する法律」がこの点でも、一
層の推進力になることを期待。

第３次基本方針後の文化審議会文化政策部会提言
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２．劇場、音楽堂等の活性化
に関する法律
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劇場、音楽堂等の現状と課題①

 劇場、音楽堂等の機能を持つ施設の多くは、多目的に利用される文化会館や文化ホールで
あり、そこで営まれる文化芸術活動も貸し館公演が中心である。

 実演芸術の創造活動の実施や鑑賞機会の提供といった劇場、音楽堂等の本来の機能が充
分発揮されていない。

出典：「平成22年度劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査報告書」（平成23年３月社団法人 全国公立文化施設協会）
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劇場、音楽堂等の現状と課題②

■芸術監督の配置の有無

出典：「平成24年度劇場、音楽堂等の活動状況に関する調査研究報告書」
（平成25年３月社団法人 全国公立文化施設協会）

■指導系職員の配置人数
（国公私立の劇場、音楽堂等（固定席数300席以上））

 これまで施設の整備が先行。事業の実施、人材の配置の充実が急務。

出典：「社会教育調査」（平成23年度 文部科学省）

施設数
指導系
職員数

1館当たり
配置人数

都道府県 100 237 2.0 

市町村 1,643 1,324 0.5 
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 地方では多彩な実演芸術に触れる機会が少ない状況が固定化。
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音楽関係演奏会公演数
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出典：公益社団法人 日本演奏連盟
「演奏年鑑２０１３ 」

劇場、音楽堂等の現状と課題③
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劇場、音楽堂等の現状と課題④

 地方公共団体が設置する文化施設の位置づけの
不明確さ、文化関係予算の減少

 劇場、音楽堂等と文化芸術団体との連携不十分

 観客数の減少、観客の固定化傾向

 指定管理者制度の導入による運営の影響

（参考：平成24年1月 劇場・音楽堂等の制度的な在り方に関する検討会
「劇場、音楽堂等の制度的な在り方に関するまとめ」）
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 心豊かな国民生活の実現、活力ある地域社会の実現、国際社会の調和ある発展の促進を
図るため、実演芸術の創造発信の場、芸術を鑑賞する場、地域住民が集い、交流する場として
の機能をより高めていくことが必要。

 博物館や図書館についてはそれぞれ根拠法があるが、劇場、音楽堂等に関する根拠法が
なく、位置付けが不明確。

劇場、音楽堂等の現状と課題⑤

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」
（「劇場法」とも略称）が成立

＜平成24年6月27日公布・施行＞
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① 劇場、音楽堂等を定義(文化芸術活動を行うための施設と人的体制により
構成され､創意と知見をもって実演芸術の公演を企画、実施し、一般に鑑賞さ
せることを目的とするもの)

② 劇場、音楽堂等が行う事業を明確化（実演芸術の企画制作、普及啓発、
人材養成、地域社会の維持・共生社会の実現に資する事業等）

③ 国及び地方公共団体が取り組むべき事項を明確化、劇場、音楽堂等を
取り巻く環境の整備等を促進

④ 文部科学大臣が劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する
指針を策定

（注） 本法律における「劇場、音楽堂等」は、名称（※）・規模にかかわらず、文化
の振興を目的とし、実演芸術の公演を実施することができるものをいう。これらの
機能を有する複合多目的施設等や民間事業者が設置する劇場、音楽堂等も

含まれる。（※劇場、音楽堂等のほか、文化ホール、文化会館、公会堂、演芸
場、

能楽堂などを含む。）

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

法律の概要
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３．劇場、音楽堂等の事業の
活性化のための取組に関する指針
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〔劇場、音楽堂等、地方公共団体、関係団体〕
（独）日本芸術文化振興会、（公財）新国立劇場運営財団、（社）全国公立文化施設協会、石川県・石
川県立音楽堂、いわき芸術文化交流館アリオス、可児市・可児市文化創造センター、河口湖ステラ
シアター、北九州市・北九州芸術劇場、札幌市・札幌コンサートホール、杉並区・座・高円寺、鳥取
県・鳥の劇場、いずみホール、サントリーホール、坊ちゃん劇場

〔実演芸術団体〕（公社）日本芸能実演家団体協議会

〔舞台技術団体〕公共劇場舞台技術者連絡会、（公社）日本照明家協会、日本舞台音響家協会

〔大学〕東京芸術大学、神戸大学、大阪音楽大学、京都造形芸術大学

〔学会〕日本音楽芸術マネジメント学会

 文部科学省・文化庁では、劇場法第１６条に基づき、劇場、音楽堂等の事業の活性化
のための取組に関する指針の策定に向けた検討を実施。

 平成24年８月17日～24日に劇場、音楽堂等の関係者との意見交換を実施。

 同年11月22日～12月21日 指針案に関する意見募集（パブリック・コメント）を実施。

劇場、音楽堂等の事業の活性化のための取組に関する指針

劇場、音楽堂等の関係者との意見交換

（１）日時：平成２４年８月１７日～２４日

（２）ヒアリング参加団体（２９団体）：
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・ 劇場、音楽堂等の設置者は、それぞれの施設の理念、目的、運営方針等を明確にすべき。
・ 地方公共団体においては、劇場、音楽堂等について運営計画を策定し、必要に応じ、文化施
設設置条例の見直しや、文化振興条例の制定等を行うことが求められる。
・ 「実演芸術の振興」のみならず、それを手段として、どのような健全な社会を実現しようとして
いるのかを明確に示すべき。

・ 劇場、音楽堂等には、それぞれの性格に応じた専門人材が確保されるべき。
・ 法第13条に規定する専門人材（制作者、技術者、経営者、実演家）の育成、確保を図るととも
に、鑑賞者の育成にも配慮するよう努めるべき。

・ 劇場、音楽堂等、芸術団体、大学の連携による人材育成、研修等を推進すべき。（大学の
アートマネジメント専攻、舞台スタッフ専攻の学生のインターンシップの受入れの拡大、劇場、音
楽堂等及び芸術団体のスタッフによる大学における講義等の実施など。）

・ 劇場、音楽堂等は実演芸術に関わる教育と普及活動についての社会的な役割を担ってお
り、地域の多様な社会的な機関、学校、文化団体等との連携を担う中心的な役割がある。
・ 劇場、音楽堂等における地域の児童生徒を対象とした公演の実施、劇場、音楽堂等から学
校への派遣など、劇場、音楽堂等、芸術団体、学校の連携の一層の推進を図るべき。

劇場、音楽堂等の関係者との意見交換における主な意見①

劇場、音楽堂等の運営方針の明確化とそれに沿った事業の実施

専門的な能力を有する人材の養成及び確保

教育普及活動の促進
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・ 優れた芸術の創造や鑑賞機会の拡充を図るため、共同制作、巡回公演、フランチャイズ、実
演家等の配置など、芸術団体も含めた連携を一層促進するとともに、連携の柔軟化・多様化を
図るべき。

・ 劇場、音楽堂等の観客や利用者、スタッフ等の安全を維持するため、舞台技術管理者（舞台
機構、照明、音響等）の適正人員数の確保（配置）と人材の養成を図るべき。

・ 劇場、音楽堂等の運営に指定管理者制度を利用する場合は、施設の運営計画の内容に応じ
て指定方法、期間について柔軟に対応することが重要。
・ 長期計画性、継続性をもった事業の実施、ノウハウの蓄積、人材確保などが必要な劇場、音
楽堂等については、企画提案など公募によらない方法を可能とすべき。

など

劇場、音楽堂等の関係者との意見交換における主な意見②

劇場、音楽堂等の連携の促進

劇場、音楽堂等の安全管理の向上

指定管理者制度
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・ 設置者の意識改革と財政措置が不可欠であり、法律と指針を真摯に受け止め実行するよう、
文化庁から働きかけるべき。

・ 劇場、音楽堂等は多様であり、自主制作公演と同様に、貸館公演等も地域の芸術文化振興
に重要であることを明かにすべき。
・ 障害者への補助手段付きの公演の継続的実施を記述すべき。

・ 他の劇場、音楽堂等と連携しつつ、人材の資質向上に努めるべき。

・ 地方においても鑑賞機会を設け、幼いころから地域や学校教育の中で実演芸術に触れる機
会を充実すべき。

指針案に対する意見の例①

総 論

質の高い事業の実施

専門的人材の養成・確保、職員の資質の向上

20

普及啓発の実施



・ 劇場、音楽堂等と実演芸術団体の相互に利点のある「本拠地」提携（フランチャイズなど）を
具体的に示すべき。

・ 安全管理規程は、各劇場、音楽堂等がばらばらに定めるのではなく、全国的な基準等に沿っ
て定めるべき。
・施設の改修等の責任は設置者にあり、設置者において改修等を着実に実施することを明記す
べき。

・ 事業の継続性、人材の確保等に配慮し、施設本来の目的を妨げないよう、制度を適正に運
営すべき。
・ 設置者と管理者の意思疎通の充実等を明記すべき。

など

指針案に対する意見の例②

関係機関との連携

安全管理等

指定管理制度の運用
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１．劇場、音楽堂等を設置し、又は運営する者が行う劇場、音楽堂等の事業の活性化
のための取組に関することを定める（法第16条）

２．規制のための基準ではなく、積極的な取組を促進するための方向性を提示

３．全国のすべての劇場、音楽堂等が共有できるものとし、且つ、地域の状況、規模、
活動状況等の実態の多様性に対応できるようにする
＝２,０００を優に超える国公私立の設置者、運営者を対象

すべてを対象とする方向性の提示と、それぞれの実態に応じて取り組むことが
望まれる事柄の提示とを分けて記述

【すべての劇場、音楽堂等が目指す方向性】
各事項に、「設置者又は運営者は、・・・するよう努めるものとする」として記述

【実態等に応じて段階的又は選択的に取り組むことが適切な事柄】
「劇場、音楽堂等の実態等を勘案しつつ、次の事項に留意する必要がある」と記述

指針策定に当たっての基本的な考え方

22



前文

第１ 定義

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項
１．運営方針の明確化に関する事項
２．質の高い事業の実施に関する事項
３．専門的人材の養成・確保及び職員の資質の向上に関する事項
４．普及啓発の実施に関する事項
５．関係機関との連携・協力に関する事項
６．国際交流に関する事項
７．調査研究に関する事項
８．経営の安定化に関する事項
９．安全管理等に関する事項

１０．指定管理者制度の運用に関する事項

第３ 国、地方公共団体の取組等に関する事項
１．国の取組に関する事項
２．地方公共団体の取組に関する事項

３．その他の関係機関の協力に関する事項

指針の骨子
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前 文

◆劇場、音楽堂等は、文化芸術を継承し、創造し、及び発信する場であり、また、人々が集い、
人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々が共に生きる絆を形成するため
の地域の文化拠点。

◆個人の年齢若しくは性別又は個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が、
潤いと誇りを感じることのできる心豊かな生活を実現するための場として、また、社会参加
の機会をひらく社会包摂の機能を有する基盤として、常に活力ある社会を構築するための
大きな役割を担っている。

◆現代社会においては、劇場、音楽堂等は、「新しい広場」として、地域コミュニティの創造と
再生を通じて地域の発展を支える機能や、国際化が進む中で国際文化交流の円滑化を図
り国際社会の発展に寄与する「世界への窓」になる役割も期待されており、国民の生活にお
いていわば公共財ともいうべき存在。

◆劇場、音楽堂等で創られ、伝えられてきた実演芸術は、無形の文化遺産でもあり、これを
守り、育てていくとともに、新たに創り続けていくことが求められる。

◆本指針は、諸課題を克服し、劇場、音楽堂等の事業の活性化を図ることを目的として、設
置者又は運営者が取り組むべき事項を定めるもの。

24



第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

ポイント

１．運営方針の明確化に関する事項

 設置者は、劇場、音楽堂等の運営方針を長期的視点に立って明確に定め、利用者等に周知
し、新たな課題等が生じた場合等には、必要に応じ同方針を適切に見直すよう努める。

 地方公共団体が設置する劇場、音楽堂等については、各地方公共団体が定めた文化芸術
振興のための条例・計画等に則しつつ、同方針を定める必要がある。

「運営方針」とは、名称にかかわらず、設置目的
の達成に向けて劇場、音楽堂等がその機能を発
揮するよう策定される方針で、運営の基本的な理
念・方針、事業、人員、組織及び予算等に関する
事項を定めたもの。（施行通知１関係）

文化振興のための
条例制定状況

地方公共団体には、文化芸術振興のための条
例・計画等を策定することが期待される。

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

出典：「平成22年度劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査報告書」
（平成23年３月社団法人 全国公立文化施設協会）
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劇場、音楽堂等の運営方針を定めるのは、設
置者の役割。 （施行通知１関係）



第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

２．質の高い事業の実施に関する事項①

 設置者又は運営者は、法第３条に規定する劇場、音楽堂等の事業の全部又は一部につい
て、劇場、音楽堂等の設置目的及び運営方針を踏まえ、実施する事業を適切に決定するよう努
める。

 実施することを決定したそれぞれの事業については、創造性及び企画性の高い事業、特色
のある事業、利用者等のニーズ等に対応した事業その他の質の高い事業として実施するよう努
める。

 実演芸術の公演を相当程度企画し、実施した実績が相当程度ある劇場、音楽堂等（ア）に
あっては、創造性及び企画性がより高く、かつ、特色のある実演芸術の公演を実施し、その成果
を広く国内外に発信する。

 ア以外の劇場、音楽堂等にあっては、劇場、音楽堂等の実態や利用者等のニーズ等を勘案
しつつ、創造性及び企画性を要する実演芸術の公演を試行するなどの姿勢が求められる。

 実演芸術の公演を行う者の利用に供する事業の実施に当たっては、劇場、音楽堂等の設置
目的及び運営方針を踏まえるとともに、利用者等のニーズ等を十分に勘案する。

 年齢や障害の有無にかかわらず、より多くの利用者が実演芸術の公演を鑑賞できるよう、字
幕を表示した公演を実施するなどの様々な工夫や配慮等を行うこと。

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項
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第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

ポイント

２．質の高い事業の実施に関する事項①

設置者又は運営者には、法第３条各号に規定する劇場、音楽堂等の事業の全部又は一部
について、その設置又は運営する劇場、音楽堂等の設置目的及び運営方針を踏まえ、実施
すべき事業を適切に決定することが求められる。

どのような事業を実施するかは、各劇場、音楽堂等の設置目的及び運営方針に基づき、設
置者又は運営者において適切に判断されるべき。 （施行通知２関係）

実施することに決定したそれぞれの事業を実施するに当たっては、事業の質の確保・向上
に努める。

このため、創造性の高い実演芸術の公演を企画し行うなどの事業を実施する場合はもとよ
り、いわゆる貸館事業や利用者等の社会参加の機会を拡充する観点からの事業などを実施
する場合にも、設置目的及び運営方針に基づき、特色を持たせたり、利用者のニーズに対応
させたりするなど、より質の高い事業として実施。（施行通知２関係）
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第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

ポイント

２．質の高い事業の実施に関する事項②

 設置者は、劇場、音楽堂等の事業について、適切な評価基準を設定し、短期的・長期的視点
による評価を適切に実施するよう努める。

 設置者は、劇場、音楽堂等の事業の評価結果と当該劇場、音楽堂等の設置目的及び運営
方針との整合性を検証し、評価結果を事業内容の見直しに適切に反映させるよう努める。

 評価の実施に当たっては、設置者は、利用者等の視点に配慮するとともに、定量的指標の
みでは測り得ない実演芸術の定性的側面に十分に留意する必要がある。

評価基準の設定に当たっては、短期的視点（毎年の利用状況等）と長期的視点（実演芸
術の水準の向上や地域の活性化への貢献など）が必要。

劇場、音楽堂等の事業について、評価基準を設定することや評価結果を検証し、事業内容
の見直しに反映させるのは、設置者の役割。

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項
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 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の運営を適切に行うため、公演等の企画制作、舞台
関係の施設・設備の運用、組織・事業の管理運営、実演芸術の創造など専門的能力を有する人
材の養成を行うよう努める。

 設置者又は運営者は、他の劇場、音楽堂等、実演芸術団体等及び大学等と連携・協力し、
実践的な知識及び技術を習得するための研修その他の養成のための機会を設けるとともに、
人材交流を行うよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

３．専門的人材の養成・確保及び職員の資質の向上に関する事項①

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 劇場、音楽堂等の設置目的を実現し、運営方針を踏まえた劇場、音楽堂等の事業を実施す
るために必要な専門的人材が配置されている施設（ア）にあっては、指導者の派遣、研究会の開
催等により、自らの専門的知見を広く他の劇場、音楽堂等及び実演芸術団体等に提供する。

 ア以外の劇場、音楽堂等にあっては、必要な専門的人材が配置されている劇場、音楽堂等と
の継続的な連携・協力関係を構築することにより、専門的助言を得られる体制を確保する。

 劇場、音楽堂等と大学等との連携・協力に当たっては、実践的な知識及び技術の効果的な習
得を重視する。（専門的人材が大学等における授業を行うことなどの取組の実施、劇場、音楽堂
等における学生のインターンシップの実施の検討、将来的には連携大学院制度等の活用等も検
討）
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第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

３．専門的人材の養成・確保及び職員の資質の向上に関する事項①

ポイント

 「実演芸術の公演等を企画制作する能力」には、劇場、音楽堂等の事業に関し、様々なニーズを
把握し、我が国の文化芸術の水準を高める公演等を企画制作し、提供する能力が含まれる。（施行通
知３関係）

「舞台関係の施設・設備を運用する能力」には、舞台、照明、音響等の舞台施設・設備を適切に管
理し、安全を確保するとともに、高度な演出等を行う技術力が含まれる。 （施行通知３関係）

「組織・事業を管理運営する能力」には、
①劇場、音楽堂等の利用者を開拓し、支持を拡げる能力（マーケティングに係る能力）や、
②その施設で行われている事業の意義を国民又は住民に対して的確に説明する能力（アカウン

タビリティーに係る能力）、
③公的助成事業若しくは民間助成事業からの助成金又は個人等からの寄附など財政的な支援

を継続的に獲得する能力（ファンドレイジングに係る能力）、
④適正な会計処理や多様な就業形態及び人材配置に対応できる管理能力、
⑤複数の劇場、音楽堂等や実演芸術団体等の間で相互に連携して行う事業をコーディネートす

る能力
等が含まれる。 （施行通知３関係）
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 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の事業の実施に求められる専門的人材の範囲の特
定、確保の方法、職制等を明確にし、専門的人材を配置するとともに、各自の能力を十分に発
揮し得る職場環境を確保するよう努める。

 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等を適切に運営するため、関係機関と連携・協力しつ
つ、職員の資質の向上を図る研修等を行うよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

３．専門的人材の養成・確保及び職員の資質の向上に関する事項②

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 劇場、音楽堂等の設置目的を実現し、運営方針を踏まえた事業を実施するために必要な専
門的人材が配置されている施設（ア）にあっては、より質の高い事業を継続的に実施する観点か
ら、年齢構成に配慮しつつ、分野ごとに必要な専門的人材を適正に配置する。

 アの劇場、音楽堂等において、事業を管理運営する能力を有する専門的人材を配置するに
当たっては、質の高い事業を実施するため、各事業間相互の連携が図られるよう配慮する。

 ア以外の劇場、音楽堂等にあっては、必要な専門的人材が配置されている劇場、音楽堂等
から必要に応じて専門的な助言・協力を得つつ、事業の実施に求められる専門的人材を配置す
る優先順位、配置方法等を検討するとともに、職制を整理し、専門的人材の効果的な配置及び
充実を図る。
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第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

３．専門的人材の養成・確保及び職員の資質の向上に関する事項②

ポイント

「組織・事業を管理運営する能力」及び「実演芸術を創造する能力」を有する専門的人材として、例
えば、劇場、音楽堂等の実態等に応じ、芸術監督を置くことも考えられる。 （施行通知３関係）
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 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等が実施する普及啓発のための事業について利用者
等に周知し、関係事業を適切に実施するよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

４．普及啓発の実施に関する事項①

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

出典：「平成22年度劇場・音楽堂等の活動状況に関する調査報告書」
（平成23年３月社団法人 全国公立文化施設協会）

普及啓発事業の
実施状況

年間平均5.8事業
の対象別内訳
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 実演芸術の公演等の鑑賞機会の提供にとどま
らず、利用者が参加する取組を行う。その際には、
利用者の実演芸術に対する関心及び実演芸術に
関する活動に取り組む意欲を引き出し高めるよう
工夫する。

 利用者等に対し、実演芸術に親しむ機会を広く
提供するため、積極的に実演芸術の公演等の鑑
賞機会を設ける。

 教育機関、福祉施設、医療機関等の関係機関
と連携・協力しつつ、年齢や障害の有無等にかか
わらず利用者等の社会参加の機会を拡充する観
点からの様々な取組を進める。（例えば、老人ホー
ムでの訪問コンサートの実施など）

留意事項



重要である,
93.1%

重要でない,
2.1%

わからない,
4.9%

 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等を活用し、特に児童生徒等に対して質の高い実演芸
術に触れる機会を提供するよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

４．普及啓発の実施に関する事項②

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

地方公共団体その他の学校の設置者、教育機
関及び実演芸術団体等との間に意見交換等の場
を設けるなどして、地域全体で児童生徒等を対象
とした質の高い実演芸術に触れる機会を充実する
取組を行う。

 実演芸術団体等と連携・協力し、学校を訪問し
て実演芸術の公演を行うなどの取組を行う。

出典：内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

49.5%

0.8%

1.4%

0.7%

30.3%

38.1%

39.9%

41.0%

46.0%

58.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

わからない

特にない

その他

音楽などの習い事の機会を充実させる

学校で演劇等の創作体験を充実させる

歴史的な建物や遺跡等について学習機会を充実させる

地域で文化に親しむきっかけを提供する

地域祭りなどの伝統的な文化体験の機会を提供する

ホール・劇場や美術館・はつ子供向けの
観賞機会等を充実させる

学校における公演などの鑑賞体験を充実させる

（複数回答）

子どもの文化芸術
体験の重要性

子供の文化芸術体験で重要な事項

ホール・劇場などで子供向けの
鑑賞機会等を充実させる
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留意事項



 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の事業の活性化を図るため、他の劇場、音楽堂等、
実演芸術団体等、教育機関等との連携・協力を積極的に進め、当該劇場、音楽堂等の設置目
的及び運営方針との整合性に留意しつつ、長期にわたり相互に利点を享受できる効果的な連
携・協力関係を構築するよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

５．関係機関との連携・協力に関する事項①

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 連携・協力する内容を当事者間であらかじめ十分に協議し、必要に応じ、合意した事項を協
定等の形で文書化し、定期的に連携・協力する内容の見直しを行う。

近隣に所在する機関同士の連携・協力にとどまらず、所在する地域にかかわらず目指す方向
性の一致する機関との間でも連携・協力を行う。この場合において、特定の事業の領域において
高い実績を有する劇場、音楽堂等にあっては、当該事業の領域における専門的知見を他の劇
場、音楽堂等及び実演芸術団体等に積極的に提供するなど、広域的に支援を行う役割を果たす
ことが望まれる。

 利用者に対しより質の高い実演芸術の公演を鑑賞する機会を提供する観点から、他の劇場、
音楽堂等及び実演芸術団体等と連携・協力し、共同制作、巡回公演、技術提供等を行うととも
に、施設の効果的活用等について検討する。
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留意事項



第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

５．関係機関との連携・協力に関する事項②

 国立劇場及び新国立劇場は、実演芸術に関する高度の専門的知見の提供など他の劇場、
音楽堂等と積極的に連携・協力する方策について検討し、他の劇場、音楽堂等は、国立劇場及
び新国立劇場が有する専門的知見の活用などの連携・協力について検討する。
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出典：「平成22 年度 地域の公立文化施設実態調査報告書」（平成23年3月財団法人地域創造）

地方公共団体が設置する劇場、音楽堂等の
施設の効果的な活用に関しては、各施設の設
置条例等に規定されている設置目的に反しな
い限りにおいて、特定の実演芸術団体等に対
して施設を優先的に使用させる契約等を締結
することなども考えられる。 （施行通知４関係）

（現在も、劇場、音楽堂等と実演芸術団体との間で
は、従来からの関係を生かした友好提携やフラン
チャイズ契約の締結等の様々な連携が行われてい
る。）

ポイント

留意事項



 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の設置目的、運営方針、実態等を勘案しつつ、実演
芸術に関する国際交流を推進するよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

６．国際交流に関する事項

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 劇場、音楽堂等の所在する地域に居住する外国人、
訪日外国人旅行者等との交流を図る取組を行う。

 必要に応じ、海外の劇場、音楽堂等又は実演芸術団
体等と連携・協力し、人的交流や情報交換を行うほか、
一定期間地域に滞在し創造活動を行う芸術家の受入等
を行う。

 必要に応じ、海外の劇場、音楽堂等又は実演芸術団
体等と連携・協力して、海外公演の実施、国内への公演
の招致、国際共同制作等を行う。

出典：内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

＜世界に誇れる日本の文化＞

（複数回答）
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留意事項
伝 統 芸 能

演劇・舞踊・芸能



 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の事業の充実を図るため、実演芸術の動向、事業の
効果、利用者等のニーズや評価等に関する調査研究機能の強化に努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

７．調査研究に関する事項

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 劇場、音楽堂等の事業の実施等を通じて得た知見等を他の劇場、音楽堂等に積極的に提供
したり、他の劇場、音楽堂等と共同して調査研究を行ったりするなど、他の機関との連携・協力を
推進する。

 必要に応じ、実演芸術に関する豊富な知見等を有する大学等、国立劇場、新国立劇場、実演
芸術団体等その他の関係者との連携・協力を推進する。
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留意事項



第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

８．経営の安定化に関する事項①

 利用者等のニーズや評価等に関する調査研究の成果
を、劇場、音楽堂等の事業の実施に適切に活用する。

 劇場、音楽堂等の社会的意義及び事業内容について
積極的に広報等を行うことにより、国民又は住民の実演芸
術に関する理解の増進及び当該劇場、音楽堂等及びその
行う事業についての支持の拡大に努める。

 普及啓発のための事業を積極的に実施することによ
り、劇場、音楽堂等において実演芸術の公演又は発表を
鑑賞する者の育成を図る。

 観光、社会福祉等の分野の機関との連携・協力を図
り、より多様で効果的な劇場、音楽堂等の活用を図る。

出典：内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の事業の実施に当たって、国民又は住民の実演芸
術に対する関心を高め、利用者の拡大を図るための工夫を行うよう努める。

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

＜文化芸術を直接鑑賞した経験＞
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留意事項



 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等の経営の安定化を図るため、当該劇場、音楽堂等の
事業の質を維持することを前提に、多様な財源を確保するよう努める。

設置者又は運営者は、利用者等から日常的に寄せられる要望等に対応するための体制を整
えるとともに、要望等の内容を積極的に把握・分析し、適切な対応策を講じるよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

８．経営の安定化に関する事項②

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 民間事業者が設置する劇場、音楽堂等については、必要に応じて、株式会社日本政策金
融公庫に設けられているような、劇場、音楽堂等の運営にも活用可能な経営支援に関する融
資制度を活用することも考えられる（低金利貸付（普通貸付、生活衛生貸付）など） （施行通知５関係） 。
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ポイント

 「多様な財源」としては、公的助成事業・民間助成事業による助成金や政策金融機関・民間金
融機関からの融資等、法人・個人からの寄付金の活用、賛助会員制度等の構築・運用などが考
えられる。

留意事項



 設置者又は運営者は、劇場、音楽堂等が安全かつ快適な施設として維持管理されるよう、
施設・設備の定期的な保守点検等を適切に行うよう努める。

 特に、経年劣化した施設・設備の改修等については、設置者において計画を立て着実に実
施するとともに、設置者と運営者との間で、それぞれの責任を明確にし、適切な分担を図るよう
努める。

 設置者又は運営者は、質の高い劇場、音楽堂等の事業の実施と施設・設備の安全管理との
両立を図る観点から、事業を安全に実施し得る環境を確保するための安全管理に係る規程を
整備し、職員に徹底するとともに、施設・設備の安全管理を適切に行い得る体制の整備に努め
る。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

９．安全管理等に関する事項①

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

ポイント

 経年劣化した劇場、音楽堂等の施設・設備の改修等について運営者と費用等の分担を図る
に当たっては、設置者には運営者が質の高い事業を積極的に実施できるよう十分な配慮を行う
ことが求められる。 （施行通知６関係）

 安全管理に係る規程を整備するに当たっては、例えば『劇場等演出空間の運用および安全
に関するガイドライン』（劇場等演出空間運用基準協議会）を参考とすることが考えられること。
（施行通知６関係）
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 設置者又は運営者は、避難、救助その他の災害応急対策及び災害復旧等の非常時におけ
る対応についてあらかじめ検討し、必要な対策を講じるよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

９．安全管理等に関する事項②

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 非常時においても劇場、音楽堂等の業務を適切に執行することができるよう、優先業務を選
定するとともに、事業継続体制や他の劇場、音楽堂等との連携・協力体制等を整える。

 災害時において一時的に被災者を受け入れることにも配慮する。
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ポイント

 優先業務の継続に必要な資源の確保・配分や、そのための手続きの簡素化、指揮命令系
統の明確化等について定める事業継続計画（BCP）について、策定に向けた検討が期待され
る。（参考：「事業継続ガイドライン」平成21年11月事業継続計画策定促進方策に関する検討会）

 災害時において、帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者などの一時的な
受け入れなどについても配慮する。 （参考：「一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」平成24年9月10日首
都直下地震帰宅困難者等対策協議会）

留意事項



 指定管理者制度により劇場、音楽堂等の管理運営を行う場合には、設置者は、創造性及び
企画性が劇場、音楽堂等の事業の質に直結するという施設の特性に基づき、同制度の趣旨を
適切に生かし得る方策を検討するよう努める。

第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

１０．指定管理者制度の運用に関する事項①

すべての劇場、音楽堂等に取り組んでいただきたい事項

 設置者は、劇場、音楽堂等の機能を十分発揮する
ため、質の高い事業を実施することができる専門的な
知識及び技術を有する指定管理者を選定する。

 指定管理者を公募により選定する場合には、適切
な者を選定できるよう、選考基準や選考方法を十分に
工夫する。

指定管理者制度
の導入状況

指定管理者の
募集方法
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ポイント

 指定管理者を公募により選定する場合には、指
定管理料が低廉であることのみを重視して選定され
ることにより、事業の質を確保・向上させることがお
ろそかになるようなことのないよう留意。（施行通知７関
係）

留意事項

出典：「平成24年度劇場、音楽堂等の活動状況に関する調査研究報告書」
（平成25年３月社団法人 全国公立文化施設協会）



第２ 設置者又は運営者の取組に関する事項

１０．指定管理者制度の運用に関する事項②

 設置者は、優れた実演芸術の公演等の制作、有能な専門
的人材の養成・確保等には一定期間を要するという劇場、音
楽堂等の特性を踏まえ、適切な指定管理期間を定める。

 設置者は、指定管理者が実演芸術の公演を企画し、実施
する場合には、これを円滑に実施できるようその実施方法等
を協定等に適切に位置付けるなど配慮する。

 指定管理者が劇場、音楽堂等の事業を円滑に行うことが
できるよう、指定管理者との間で十分な意思疎通を図る。

出典：「平成22年度公立文化施設における指定管理者制度導入状況に関する調査報告書」（平成23年３月社団法人 全国公立文化施設協会）

＜利用料金制の導入状況＞

＜指定管理者の指定期間＞
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ポイント

 施設の利用料による収入を指定管理者の自主事業
に充てることができる制度を導入している場合には、過度
に施設の利用に係る稼働率を高く設定し、利用料による
収入を高く見積もることにより、指定管理料を低く設定し、
その結果自主事業の実施を困難とすることなどのないよ
う留意。 （施行通知７関係）

留意事項



 国及び地方公共団体は、環境の整備、財政上の措置、人材養成等の適切な対応を行う。

 本指針に定める事項を設置者又は運営者、国及び地方公共団体が実施するに当たっては、
実演芸術団体等、教育機関等は積極的に協力することが求められる。

第３ 国、地方公共団体の取組等に関する事項

ポイント

 国は、劇場、音楽堂等に係る環境の整備その他の必要な施策を総合的に策定し、実施する役
割を果たすよう努める。

 地方公共団体は、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該地
方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施する役割を果たすよう努める。

 国・地方公共団体は、必要な助言、情報の提供、財政上、金融上及び税制上の措置その他の
措置を講ずるよう努める。

国は、国際的に高い水準の実演芸術の振興、国際的な交流の促進、人材の養成・確保、国民の
関心・理解の増進、学校教育との連携等、必要な施策を講ずる。

など
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４．劇場、音楽堂等への支援策
（平成26年度芸術文化関係概算要求等）
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１．文化庁予算の推移

施設費
その他経費
人件費

要求
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２．平成26年度文化庁予算〔分野別〕

単位：百万円

国立文化財機構
13,824(11.4%)

運営費交付金 9,188

施設整備費 4,636

日本芸術文化振興会
12,111( 10.0%)

運営費交付金 10,063

施設整備費 2,048

国立文化施設関係
38,117(31.3%) 芸術家等の人材育成

2,921(2.4%)

史跡等の保存整備・活用等
20,949(17.2%)

文化財保護の充実
50,314(41.4%)

その他
798(0.7%)

その他
3,097(2.5%)

（注）単位未満を各々四捨五入している
ため、合計額と合致しない場合がある。



現
状
と
課
題

 現在の我が国では、如何に地域のコミュニティを再生し、地域の活
性化を確保していくのかが、大きな課題。

 我が国の文化施設の多くは、多目的利用・貸館公演が中心で、劇
場・音楽堂等としての機能の発揮が不十分。

 実演芸術団体の活動拠点が大都市に集中、相対的に地方で多彩な
実演芸術に触れる機会が少ない。

 平成２４年６月、「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が公
布・施行。

 同法において、劇場・音楽堂等は、文化芸術の継承・創造・発信
の場、人々が共に生きる絆を形成する地域の文化拠点として規定。

 また、劇場・音楽堂等の事業等に対する支援を行うなど、国が取り
組むべき事項を明確にし、環境整備等を進めることが規定。

1 特別支援事業 2 共同制作支援事業 3 活動別支援事業 4
劇場・音楽堂等間
ネットワーク構築支援事業

我が国の実演芸術の水準を向
上させる牽引力のあるトップレベ
ルの劇場・音楽堂等が行う国際的
水準の実演芸術の創造発信（公
演事業）や、専門的人材の養成事
業、普及啓発事業を総合的に支
援。

 支援施設数： １５施設

 支援内容： 事業実施に必要な
経費の２分の１を上限に支援

複数の劇場・音楽堂等が実演芸術団
体等と共同して行う実演芸術の新たな創
造活動（新作、 新演出等）を支援。

 支援件数：
• 音 楽 ４公演
• 舞 踊 １公演
• 演 劇 １公演

 支援内容： 事業実施に必要な経費の

２分の１を上限に支援

地域の実演芸術の振興を牽引する劇
場・音楽堂等が主体となり行う公演事業
や人材養成事業、普及啓発事業を活動
単位で支援。

 支援件数：
• 公演事業 ８０件
• 人材養成事業 ５０件
• 普及啓発事業 ５０件

 支援内容： 事業実施に必要な経費の

２分の１を上限に支援

劇場・音楽堂等相互の連携・協
力を促進し、国民がその居住する
地域にかかわらず等しく実演芸術
を鑑賞できるよう、劇場・音楽堂等
又は実演芸術団体が企画制作す
る巡回公演に対し支援。

 支援件数：
• 大型公演 ５件
• 通常公演 ７０件

 支援内容： 巡回公演実施に必
要な経費のうち、旅費及び運
搬費を支援5

子供の実演芸術体験プログラム
支援事業 6 劇場・音楽等基盤整備事業

劇場・音楽堂等が教育機関や児童福
祉施設等の関係機関とも連携・協力して
実施する、子供のための実演芸術体験
プログラムを支援。

 支援施設数： １４０件

 支援内容： 事業実施に必要な経費の

２分の１を上限に支援

劇場・音楽堂等において自主的・主体
的な実演芸術活動が行われる環境を醸
成するため、各種情報提供、調査研究
及び研修（アートマネジメント研修、技術
職員研修）を文化庁が実施。

我が国の文化拠点である劇場・音楽堂等が行う、実演芸術の創造発信や専門的人材の養成、普及啓発
事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成、子供の実演芸術体験プログラム等に対し、総合的に支援。

地域コミュニティの創造と再生全国的な劇場・音楽堂の活性化我が国の実演芸術の水準向上

劇場・音楽堂等活性化事業
（２５年度予算額 ３，００３百万円）
（２６年度要求額 ３，７４４百万円
（２６年度要望額 ４９０百万円

新 規 要 望
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～ 子供の文化芸術体験機会の大幅拡充 ～

学校で文化芸術体験

 義務教育期間に２回の
体験を国が提供（うち１回
は日本の伝統芸能）
（２５年度は１．８回、

３２年度までに３回へ）

 一流の団体による実演芸
術の鑑賞の前に、子供が
自ら参加する体験型の活
動（ワークショップ）を実施

 ２６年度から
学校間合同開催を更に
奨励

劇場・音楽堂等活性化事業（劇場法の推進）
地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

地域の文化拠点で優れた芸術に触れる
 劇場・音楽堂等の活動に対する支援の中に子供を

対象とした実演芸術体験プログラム枠を創設
 博物館学芸員と教員との連携による課外授業等支援

大学を活用した文化芸術推進事業

 子供と文化芸術をつなぐ
アートマネジメント人材や
子供の潜在力を引き出す
ファシリテーターを育成

 子供の体験事業も
提供

高校生芸術
文化活動、
国際交流

伝統文化親子教室事業

地域の行事やお祭りに参加

地域発文化芸術
創造発信ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

➢祭典で子供も活動

文化遺産を活かした
地域活性化事業

➢ 地域の伝統文化を子供対象に公開

戦略的
芸術文化
創造事業

高校生国際
文化交流推
進事業

地域の中で伝統文化、暮らしの文化を受け継ぐ

 学校や文化施設等を利用して伝統文化・生活文化を体験・修得
できる機会を提供 ３,４００教室→ ５,５００教室

 ２６年度から「放課後子供教室」と連携した体験機会の提供

文化芸術による「創造力・想像力」豊かな子供の育成

文化芸術による子供の育成事業

 都市部から
離れた場で
の公演や、
障害者の芸
術活動など
のニーズに
対応

 2020年に文化

芸術の担い手
となることが期
待 さ れ る高 校
生 （ U-18 ） の

国際交流プロ
ジェクトの開始
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文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供することは 子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・
想像力を養う上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任感等
の育成に大きな効果。

文化芸術による子供の育成事業
（新 規）

26年度要望額 6,261 百万円

■ 義務教育期間中の子供たちに対し、国として、質の高い文化芸術に触れる機会を、２回 （「現代実演芸術」
「伝統芸能」各１回）提供する。 【平成26年度】 （平成25年度は１．８回）

■ 将来的には、地方自治体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる
環境を整えることを目指す。 【平成32年度】 （国：義務教育期間中３回、都道府県・市町村：同６回）

２ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講
話、実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携
し、学校と芸術家個人や小規模グループを
コーディネート。

 学校公募型 １，４００ 件程度

 NPO法人等提案型 １，０００ 件程度

１ 巡回公演事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学
校・中学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の
活動（ワークショップ）を実施。

■ 合同開催を奨励し、効率的により多くの児
童・生徒に実演芸術の鑑賞・体験機会を提供。

 公演種目 １４ 種目

 巡回公演数 １，９００ 公演程度

３ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

 学校公募型 １００ 件程度

 NPO法人等提案型 １００ 件程度

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる 51



優れた文化芸術の創造発信事業を積極的に支援し、文化芸術活動、古典に親しむ活動等を活発化させ、各地域の特性を活かした
地域文化の再生やコミュニティの再構築などにより、地域活性化を推進する。

文化活動を通じた地域コミュニティ
の再生やネットワークづくり

次世代への地域文化の継承、発信 観光振興や産業、地域経済への波及

地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ
（ ２５年度予算額 ２，９３６ 百万円 ）

２６年度要求額 ３，４１８ 百万円
２６年度要望額 ５００ 百万円

地域において新国立劇場が制作する公演による実
演芸術鑑賞事業や、新国立劇場において地域のプ
ロの芸術団体が行う公演事業

新国立劇場を活用した現代実演芸術の普及事業

文化芸術創造発信事業

地方公共団体が、地域住民、芸術団体、文化施設、
教育機関等とともに実施する特色ある文化芸術振
興の取組

（取組例）

将来、我が国を代表するような音楽祭や演劇祭の開催

国際的な絵画や写真コンテストによる地域の再興事業

オーケストラや劇団によるセミナーやワークショップ等
の開催による人材育成事業

メディア芸術（映画、マンガ、アニメーション、ゲーム
等）に関する総合的な取組（人材育成、国際交流、
調査研究、保存、普及）

（取組例）

アニメーションを活用した文化振興と街づくり（定期的な
企画展の開催、アニメーション制作講座の開設等）

メディア芸術地域活性化事業

東日本大震災の被災地の地方公共団体が企画する
実演芸術の鑑賞等を通じた「心の復興」を図る事業

（取組例）

被災地でのバレエ公演やオーケストラ・コンサートの開催

被災地の住民を対象としたワークショップやアウトリーチ
活動の実施

文化芸術による「心の復興」事業

大学の有する文化芸術に関する人材、教育研究機
能、施設、資料等を活用した地域での文化芸術振
興の取組

大学を活用した地域文化芸術振興事業

創造都市事業

文化芸術の持つ創造性を地域振興、観光・産業振
興等に活用し、地域課題の解決に取り組む「文化芸
術創造都市」の取組や、我が国における「東アジア
文化都市」事業

子供の文化芸術鑑賞・体験事業

子供たちの感性や創造性を養い、将来の地域の文化芸術
の担い手を育てるために実施する文化芸術の鑑賞・体験
事業

（取組例）

子供向けにプログラムされた演奏会や演劇公演、美術展
の開催

地域の芸術家が子供を対象に行う、美術や音楽のワーク
ショップやアウトリーチ活動の実施

都道府県、市町村が以下のメニューを活用し、地域活性化のための実施計画を策定
 地域の特性や実情を踏まえ、活性化が期待できる内容
 新たに地域文化が創造され、コミュニティや地域文化の再構築につながる内容
 文化芸術振興条例、文化振興指針、文化振興プラン、文化振興ビジョン等の明確な方針に基

づく内容

プロジェクト
の視点

総事業費のうち、補助対象

経費の１／２以内の額を補助

要 望新 規
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舞台芸術創造力向上・発信プラン
（２５年度予算額 ３,２９４百万円）
２６年度要求額 ４,２４８百万円

目的：我が国の芸術水準向上の直接的な牽引力となっているトップレベルの芸術創造活動を支援するほか、芸術文化
振興上の課題解決のため推進することが必要な公演、展示等への活動支援をすることにより、我が国の舞台芸術水準
の飛躍的向上を図り、その成果を広く国民が享受できる環境を醸成し、「文化芸術立国」の推進に資する。

○トップレベルの舞台芸術創造事業 3,151百万円(3,152百万円)

舞台芸術の水準を向上させる牽引力となっている我が国の
トップレベルの芸術団体
【対象分野】音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能

（オーケストラ、バレエ団、劇団などの芸術団体）
【対象活動】
（１）年間事業支援型

年間の舞台芸術創造活動（７７団体）
（２）事業単位支援型

舞台芸術創造活動（５６事業）
【支援方法】（平成２３年度より）
・１事業単位又は一定期間を見越して事業が実施できるよ
う、年間の優れた活動を継続的に支援。

・収支差補助を見直し、演出料、脚本料、大道具・小道具
費などを支援。

○日本版アーツカウンシルの試行的導入 １4３百万円(１4２百万円)

文化芸術活動への支援策をより効果的なものとするため、専門家を活用した審査・評価等の仕組み（日本版アーツカウン

シル）の本格的導入に向けた取組を一層推進する。

【対象分野】 ４分野（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能）

【事業内容例】
①事業に係る基本的な方向性の提示、②専門家を活用した審査の実施、③審査結果の公表等、
④事後評価の実施、⑤調査研究の実施、⑥事業の検証及び改善等

○戦略的芸術文化創造推進事業 9５４百万円( 新 規 )

【内容】
国が芸術文化振興上推進することが必要な事業(障害者

の芸術活動や離島山村での鑑賞機会の提供など)について、
着実で機動的な実施を図るため、公演・展示等の要件（分
野、内容、開催地域、対象者、参加者等）を国が示し、芸
術団体等から企画提案を受け、選考した活動について、国
が委託して実施
【対象活動】
オペラ、オーケストラ、バレエ、演劇等
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〈大学の文化芸術に関する魅力発信〉〈アートマネジメント人材の養成〉

我が国の文化芸術の一層の振興を図るため、芸術系大学等の有する教員、教育研究機能、施設・資料等の資源の積極的な活用を図る。

目的

○実践的な実習の実施
・劇場等と連携した実践的講義、講座の提供
・実演芸術の公演・美術展示の企画、制作 等
・児童生徒との対話型鑑賞ワークショップ

○幅広く体系的な知識等の教育
・芸術文化環境
・組織の経営、舞台芸術の企画制作
・教育、人材開発等に関する知識・経験 等

①アート・マネジメント人材の育成
多様な文化芸術活動を支援する高度な専門性を有したアートマネジメント（文化芸術経営）人材について、作品を鑑賞する者と

作品をつなぐ「対話型鑑賞」を提供するファシリテーション能力や実践的能力の向上等を含めた養成を推進するため、芸術系大学
等による公演・展示等の企画・開催も含めた実践的なカリキュラムを開発・実施を支援するとともに、開発されたカリキュラムを
広く他大学等に周知・普及させる。

②大学の文化芸術に関する魅力発信
大学が文化芸術に関して有する人材、施設、設備、資料等の様々な資源に関するデータベースを作成・公開するとともに、大学

の文化に関する魅力を広く発信するシンポジウムを開催する。

支援件数：２０大学→３０大学程度

○データベースの作成

・大学が文化芸術に関して有する様々な資源（教員
等の専門人材、ホール等の施設・劇場、博物館・
美術館等で収蔵する資料等）

○シンポジウムの開催
・アートマネジメント人材育成事業の成果等の発表

事業内容

他大学等へのカリキュラムの周
知・普及

実演芸術団
体、劇場・音
楽堂、美術
館等

連携

大学の魅力を広く発信

芸術系大学

大学を活用した文化芸術推進事業
（２５年度予算額 ４５０百万円）
２６年度要求額 ６５０百万円

効
果
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